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行政評価システムの概要

平成１２年度より、第 4次総合計画実施計画及び行政改革実施計画の策定に
あたって、「八尾市行政評価システム」を試行的に導入し、以後、平成１７年

度を目指し、段階的に行政評価システムの完成度を高める。

１）導入目的

 行政評価システム導入の目的として、以下の 4点とする。
・ 職員・市民の意識改革

・ 市民への説明責任の確保

・ 総合計画の実行支援

・ 効率的･効果的な行財政運営

２）行政評価システムの枠組み

 第４次総合計画の政策体系における「基本施策」、「事業」及び「事務」を
対象に評価を実施する。（資料１参照）

大規模事業については、複数の事業で構成されており、また、事業規模が

大きいため、一つの事業単位としては評価することなく、別の評価制度によ

り評価を行う。

３） 具体的な手法

① 評価の主体

当初は、事業・事務の運用を担当する職員による内部評価とする。職員

以外の第３者による外部評価の手法等については、引き続き検討を行なう。

    ② 評価の時期
事業を評価する時期については、新規事業については、「事前評価」を

行い、継続・拡充・休廃止事業については、「事中・事後評価」の二つの

時期に大別する。事中･事後評価を一括するのは、事中評価によって事業

を休廃止する場合、結果的には事後評価となることによる。

  ③ 評価項目
・ 各基本施策に成果指標を設定し、経年的に評価を行う。

・ 事業に関しては、業績指標及び改善項目による経年分析を行うととも
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に、以下の評価項目について定量的に評価（５段階評価）を経年的に

行い、その評価根拠についても定性的に行うとともに、地域経営シス

テムの考え方の定着度についても評価を行う。

一　般　評　価　項　目

１ 基本施策への寄与度

２ 目的の妥当性

３ ニーズ

４ 行政関与の必要性

５ 手法の妥当性

６ 公平性

７ 効率性

地域経営システム関係評価項目

ａ 地域との関わり、市民参加の状況

ｂ 意識の向上と醸成

ｃ 市民生活への寄与度

ｄ 情報提供の状況、応答責任の状況

    ④ 評価指標の設定
・ 基本施策評価は、一つの基本施策あたり２～３個の目標を設定し、一

つの目標に対し一つの評価指標を設定する。評価指標は可能な限り成

果指標とし、数値化に努めるとともに、選択理由、算出式等を明確に

する。

・ 事業評価は、各事業の目標を明確にするため、業績指標を設定すると

ともに、改善目標についても目標数値を設定し、それぞれの数値につ

いて経年分析を行う。

４） 評価要領

① 基本施策評価

・ 第４次総合計画の各基本施策に対して２～３の指標を設定し、これを

もとに基本施策の進捗や達成状況を評価することによって、各基本施

策の達成度を比較分析する。

・ 評価指標は成果指標を前提とする。

・ 評価指標は毎年度分析し、その結果を市民に公表する。
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② 事業評価

・ 各事業を先述の評価項目により評価を行い、これを得点化し、さらに

これをまとめた総合得点を算出する。（事前評価）

・ 基本施策ごとに事業をグループ化し整理する。（事前評価）

・ 各事業実施の判断は同一の基本施策内の他事業と横並びで得点を比

べることで行う。（事前評価）

・ 事業を対象に、業績指標及び評価項目に応じて毎年度、変化動向のチ

ェック、モニタリングを行い、必要に応じて事業手法の改善・見直し、

事業の廃止等を検討する。（事中・事後評価）

・ 毎年度の事業評価の結果（内部評価）については、市民に公表する。

  
③ 事務評価

・ 事務に関しては、各業務作業を職員自らが行う必要性について、「外

部委託推進の基準」に基づき評価を行う。

５） 評価の総括の内容、手順

① 評価総括（事前評価）の実施

・ 基本施策ごとに政策体系で下位に位置する既存事業、事前評価対象事業

を抽出し、事業評価における評価項目の得点を整理し、各事業の総合得

点を算出する。

・ 総合得点の順に事業を並べ、事前評価対象事業の基本施策内での位置づ

けを把握し、これをもとに新規事業実施の判断を行う。

② 評価総括（事中評価）の実施

・ 基本施策ごとに政策体系で下位に位置する既存事業を抽出し、事業評価

における評価項目の得点を整理し、総合得点を算出する。

・ 総合得点の順に事業を並べ、これをもとに事業の優先順位づけ及び、見

直し、廃止等の検討を行う。

・ 基本施策の総合的な評価として、担当部長による記述を行う。内容は達

成されたテーマ、今後の課題、今後の方向性・根拠を想定する。

６） 評価時の留意事項

① 評価対象は、原則的に総合計画のすべて基本施策、事業、事務とする。

ただし、大規模建設事業については別途評価する。
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② 評価結果や評価の過程が、市民に分かりやすいものとする。

③ 各事業の基本施策に対する寄与度を明らかにしていく。

④ 予算査定に活用する。

７） 評価手続きの明確化

各事業の目的の明確化及び、事業の体系化については総合計画実施計画及

び行政改革実施計画の策定作業を通じて実施する。当初は全事業を評価対象

とするのではなく、段階的に評価対象事業を拡大することによって、徐々に

評価制度の職員や市民への浸透を図って行く。

なお、評価システムの導入を円滑に進めるため、各所属単位に行政評価シ

ステム導入・推進委員を設置する。

８） 行政評価システムの活用

自治体を運営していくための基本的な仕組みとして、計画マネジメント、

組織マネジメント、財政マネジメント、参加マネジメントがある。

また、総合計画においては、本市政運営の基本的マネジメントシステムと

して、地域経営システム（※１）（市民参画のしくみづくり、まちづくり共通

意識の向上、効率的創造的な行財政運営）がある。

「八尾市行政評価システム」は、これらマネジメントを効果的に進めてい

くための共通システムとして活用することで、創造的・効率的な行財政運営、

行政の透明化、そして住民と行政の協働型のまちづくりを結実させていく。



5

八尾市における行政評価システムの位置づけ

行政評価

組織管理

人事能力開発

広報・公聴

予算編成・執行管理

中長期財政政策

総合計画策定・管理

効率的な
行財政運営

創造的な
行財政運営

協働型
まちづくり

行政の透明性
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（※１）地域経営システム　　　　　八尾市総合計画書２２頁より抜粋

地域経営システムとは

地域経営システムとは地域経営を行うしくみをいいます。市民、企業、行政がパートナ

ーシップのまちづくりを行うため互いに連携して市民参画のしくみを整え、人権、男女共同

参画、国際平和と国際交流、地球環境、文化的まちづくりについては行政と市民がまちづく

りの共通意識を高め、行政は公正・透明で効率的な創造的な行財政運営に努める必要があり

ます。

地域経営システムの概念

　　　市民・企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　政

情報の共有

市民参画のしくみづくり

まちづくりの共通意識の向上

効率的創造的な行財政運営

コミュニティ

各種団体

企　業

健康福祉

生活環境 教育文化

都市基盤 産業経済
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９） 結果の公表と市民ニーズの把握

  基本施策指標のモニタリング結果、事業の見直しやスクラップを行い、市
民に対して公表する。公表の手法については、市政だより、インターネット、

市民意識調査等を活用する。そして、公表結果に対する市民の意見等を行政

にフィードバックさせる仕組みについても今後検討する。

１０） 評価調査表

基本施策調書、事務・事業一覧表、事業計画調書、事業評価調書、外部委

託の可能性の点検、事務評価調書の６種類とする。（資料２参照）
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資料１

八尾市行政評価システムの体系

事前評価 事中・事後評価

基
本
施
策
レ
ベ
ル

事 

業 

レ 

ベ 

ル

  

基本構想

政 　　 策

基本施策

施  　　策

事 　 　業

基本計画

基本施策評価
を実施

事業評価
を実施

目的③総合計画の実行支援

目的④効率的・効果的な行財政運営

目的①八尾市職員・八尾市民の意識改革

目的②市民への説明責任の確保

基本施策指標の設定 実績のモニタリング 市民に公表

基本施策指標

への寄与度

評価項目

変動動向

チェック
外部評価
手
法
の
見
直
し

総合得点による順位づけ
事業のスクラップ


